
北海道医師会顧問税理士 留目 正

医事紛争解決に
係る費用

問い：診療において過失があったとして、あ
る患者から、損害賠償を請求され裁判にな
り、結果として、過失がないことに判断され
ました。この裁判にかかった弁護士費用等は
必要経費になりましょうか。また、医療過誤
事件として刑事事件の場合にかかる弁護士費
用等はどうでしょうか。

お答え：以前にも同様のご質問がありましたが医
療事故も多く報道されておりますので再度お答え
いたします。事業の遂行上生じた紛争を解決する
ために支出する費用は必要経費になります。また
事業の遂行上生じた刑事事件の処理のために支出
する費用は、その事件の無罪が確定した場合に限
り、必要経費になります。事業の遂行上生じた問
題解決にかかる費用でも、民事と刑事ではその取
り扱いに違いがありますのでご注意下さい。
Ⅰ 民事事件にかかる費用

医業を営んでいる人が、その医業を営んで行く
上で生じた紛争や、その医業のために使用されて
いる資産について生じた紛争を解決するために支
出した『弁護士費用やその他の費用』は、次のよ
うなものを除いて、その支出した年の必要経費と
して取り扱われています。（所基通達３７－２５）
� （省略）。
� （省略）。
� （省略）。

� 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金
（慰謝料、見舞金など損害賠償金に類するもの
を含む）で、法第４５条第１項の規定により必要
経費にされない同項第７号に掲げる『故意又は
重大な過失により必要経費に算入されないも
の』の紛争に係るもの。
したがって、ご質問の場合は、裁判によって、

過失がなかったと判断されたのですから、弁護士
に支払った費用等は全額必要経費に算入すること
になりましょう。
Ⅱ 刑事事件にかかる費用

医業を営む者が、医業に関連する行為について
法令違反の嫌疑を受け事件処理のために弁護士に
報酬等を支払っている場合、その支出した段階で
は、その医業経営者に刑事責任があるかどうか明
らかではない場合が多いようです。そのため、そ
の支出した費用が必要経費かどうかの判断ができ
かねているのが実状のようです。このことについ
て、所得税法基本通達３７－２６では、次のように取
り扱っています。
『業務を営む者が、当該業務の遂行に関連する

行為について刑罰法令違反の疑いを受けた場合に
おける弁護士の報酬その他事件の処理のために支
出された費用は、当該違反がないものとされ、若
しくは、その違反に対する処分を受けないことに
なり、又は無罪の判決が確定した場合に限り、必
要経費に算入する』
したがって、ご質問の医療過誤事件として刑事

事件になった場合、無罪の判決が確定した場合に
だけが、その事件の処理のために支出した弁護士
の報酬等が必要経費に算入されるということにな
りましょう。
なお、無罪が確定するまでに支払った弁護士の

報酬等の費用は、仮払金で処理しておきます。
（注） 必要経費に算入される費用は、その違反が

ないものとされ、若しくは処分を受けないこ
ととなり、又は無罪の判決が確定した日の属
する年分か、その支出すべきことが確定した
日の属す年分かのいずれかの“年分”の必要
経費に算入することができます。
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